
な・ん・と…今年４月から
①延床面積８０㎡以上の建築物解体工事

②請負金額100万円以上の建築物改修工事→

石綿含有物の事前調査・報告が義務化。

さ・ら・に…２０２３年１０月から調査者の資格を取得した者

による事前調査が義務付けられます。

そ・こ・で…調査者資格を取得するための講習を、東京土建で開催。

10月13日（木）～10月26日（月）厳守　10月28日（水）抽選




